
千葉県入院者訪問支援事業
の実施について

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課
R7.7.22時点

※本資料は現時点のもので、今後実施の過程で変更が生じる場合もあります。
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令和７年度千葉県入院者訪問支援
事業概要

実施体制

実施主体 千葉県
委託先 社会福祉法人ロザリオの聖母会

地域生活支援センター友の家

周知方法

リーフレットを作成し、
病院職員を通じて対象者
に配布する。また、医療
保護入院の同意を行った
市町村の職員が面会する
際に、本事業を紹介する。

支援対象者

千葉県内の精神科病院に入院中で、以下の
①又は②のうち本事業による訪問を希望す
る者

①市町村長同意の医療保護入院者
②地域の実情を踏まえ①と同様な支援が必
要と思われる者

※千葉市長同意の医療保護入院者への訪問は千葉
市が実施予定

根拠法令

精神保健福祉法
第３５条の２



令和７年度千葉県入院者訪問支援
事業概要

時間・回数

３０分～１時間程度 １人あたり２回

訪問支援員

養成研修修了者から千葉県が選任した者
病院・対象者に利害関係のない第三者の立場の者を派遣

派遣調整【委託】

入院患者や病院職員からの依頼を受け、訪問する訪問支援員の
人選、日程調整及び報告等の管理を行う。

協議の場の設置【一部委託】

①推進会議（県） ②実務者会議（委託）

訪問支援員養成及びフォローアップ研修

年1、２回程度



委託事業所について

「事務局」 社会福祉法人ロザリオの聖母会

地域生活支援センター友の家

「所在地」 千葉県旭市野中

「実施事業」地域活動支援センターⅠ型

「にも包括」コーディネーター

旭市ピアサポート活動

計画相談／地域移行支援など



訪問支援活動の予定
訪問支援希望受付

毎週火曜日１３：００～１７：００

（祝日、年末年始除く）

電話受付：８月１日～

訪問開始：９月１日～

受付方法

専用回線にて電話受付

（スマートフォンを予定）



訪問支援の流れ（案）
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病院等から寄せられた意見から１

Q病院としては、あらかじめ訪問支援
員が誰か教えてもらいたい。
A支援員の名前を伝えたうえで訪問し
ます。

Q対象者は、市長村長同意の医療保護
入院者のみなのか。
A同等の状況（家族等の面会交流がほ
とんどない等）の場合は、対象としま
す。

Q面会時間はどのくらいか。
A30分程度を予定しています。病院に
は面会室等の確保の御協力をお願いし
ます。

Q何回でも利用できるのか。
A一人あたり2回までとなります。

QA



病院等から寄せられた意見から ２

Q訪問支援員が病院の方針と異なる支
援をした場合、混乱が生じないか。
A支援員は傾聴を基本とした入院生活
の相談や情報提供を行います。方針に
かかる重要な決定を訪問支援員がする
ことはありません。

Q面会時の話しを病院側に教えて欲し
い。
A訪問支援員には守秘義務が課されて
います。本人の希望により情報提供を
行うことはあります。

Q個人情報を電話で回答するのは抵抗
を感じる。
A日程調整は電話で行います。本人に
は病院職員への連絡に同意を事前にも
らったうえでご連絡します。

Q病状により面会を断ることはできる
のか。
A主治医の判断により面会制限が行わ
れている場合は、訪問を行いません。
制限解除後に希望により面会に伺いま
す。

QA



今後のスケジュール案（R7年度）
令和7年

6月 7月ー9月 10月ー12月
令和8年
1月ー3月

周知等

訪問支援員
派遣

研修実施

会議開催

にも包括実務者会議・代表者会議等で周知

病院・市町村
担当向け説明
病院窓口
等調査

８月より電話窓口開設 ９月より派遣実施

フォロー
アップ

養成

にも包括ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀｰ打合せ

実務者 実務者

推進 推進

支援員選任・
顔合わせ

ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成・配布



訪問支援員について

千葉県入院者訪問支援員養成研修を修了し千葉県

から選任を受けた方です。

二人一組（千葉県の訪問支援員登録した者）

マッチングはいろいろ ピア、専門職等

訪問病院及び対象者の利害関係にない第三者

訪問支援員は、活動中の保険加入あり

事務局より電話等で派遣調整

（相談受付からおおむね20日以内の派遣を目標）



第三者性の考え方について

訪問する病院及び対象者（入院患者）と関係のある

訪問支援員は訪問しない

訪問除外の例）

勤務先が訪問病院または訪問病院と同法人

通院先、入院先（過去や現在にあり）

個別ケースとして関与のある対象者 等



守秘義務の範囲について

訪問支援員は守秘義務があります。訪問支援員の

業務を退いた後にも同様に守秘義務があります。

【精神保健福祉法第３５条の２第３項】

面会をする入院患者さん及びその他訪問支援の中で
知り得た患者・病院職員等の個人情報

個別の病院についての情報

その他、業務で知り得た個人情報



訪問にあたっての留意点

訪問支援員の個人情報の取り扱い

支援対象者から求めがあった場合でも、訪問支援員

の個人情報（現在の所属名、連絡先等）は明かさな

い。

あくまでも入院者訪問支援員としての訪問であるこ

とに留意。



千葉県入院者訪問支援事業の目指す方向

～訪問支援員の顔合わせ会などで出ている意見～

支援対象者や訪問支援員にとって安心・安全なもの
に。

支援対象者を中心におく。ていねいに傾聴。支援員
が話しすぎない。

ピアサポーターの活躍の場になるように。

アドボケイトとしても機能する。
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